
別紙「 市民税・ 県民税申告の手引き」を参照して申告書

を記入の上、期限までに提出してください。
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令和８ 年度　 市民税・ 県民税の申告について

★★郵送・ 電子申告が便利です★★

※申告の要否及び記載方法などは、別紙「 申告の手引き」 をご覧く ださ い。

●申告相談期間中（ ２/16～３/16）の申告会場は大変混

雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、郵送に

よる提出・ 電子申告（ eLTA X）をおすすめします。

● 申告書の控えが必要な方や添付し た書類の返却を希望する方は、その旨を 記載し た書面と 切手を 貼付し た返信用封筒

を 同封し てく ださ い。　 ※返信用封筒の切手は料金不足と なら ないよう ご注意く ださ い。

申 告 に 必 要 な も の

添 付 書 類 チ ェ ッ ク 表

①　 市民税・ 県民税申告書

● 提出する場合は、下記の添付書類チェック 表で添付書類をご確認の上で、証明書等を同封し てく ださ い。

※申告書を提出する前に、確認をしてください。

◆マイナンバーカード（ 個人番号カード ）や通知カ ード の写し は、 個人番号がわかる状態で添付し てく ださ い。
◆資格確認書の写し を添付する場合は、 記号・ 番号等を黒く 塗り つぶし てく ださ い。

項目等

事業・ 不動産 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

給与

公的年金等（ 雑所得）

個人年金（ 雑所得）

令和7年分の源泉徴収票は添付しましたか？

令和7年分の源泉徴収票は添付しましたか？

令和7年分の支払い年金額等のお知らせは添付しましたか？

紛失した場合は給与支払元から再交付を受けてく ださい。

紛失した場合は年金事務所等の年金支払元で再交付を受けてください。

紛失した場合は個人年金の支払元から再交付を受けてください。

所

　
　

得

控

　
　
　

除

確認事項 備考（ お問い合わせなどの参考にしてください）チェック欄

控除に必要な書類を添付し なかった場合は、控除が受けら れず市民税・ 県民税が高く 計算さ れること があります。

③　 マイナンバーカード（ 個人番号カード ）、又は通知カードと身元確認書類（ 運転免許証・ 資格確認書等）

②　 添付書類チェック表で該当する領収書、証明書又は明細書等

生命保険料控除

地震保険料控除

支払額のわかる控除証明書がありますか？

支払額のわかる控除証明書がありますか？

障害者手帳がありますか？

障害者控除対象者認定書がありますか？

寄附金税額控除 寄附金の領収書・ 受領証明書がありますか？ 寄附先へお問い合わせください。

障害者手帳の写し を添付し てく ださ い。

お住まいの区役所の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。

障害者控除

申告書裏面の７ -２（ 事業）もしく は７ -３（ 不動産）に
記入してありますか？

医療費控除

お住まいの区 担　 当　 係 電話番号（ 直通）

中央区・ 南区

東区・ 江南区

西区・ 西蒲区

北区・ 秋葉区

0 2 5 -2 2 6 -2 2 4 5

0 2 5 -2 2 6 -2 3 6 5

0 2 5 -2 2 6 -2 3 7 0

0 2 5 -2 2 6 -2 3 7 5

〒9 51 -8 5 5 4

新潟市中央区古町通７番町1 0 1 0 番地

古町ルフ ル３階

新潟市財務部市民税課　 市民税第　 　 係　 行

令和7年中支払分の医療費又は医薬品等購入費
を集計した明細書がありますか？

市 民 税 第 １ 係

市 民 税 第 ２ 係

市 民 税 第 ３ 係

市 民 税 第 ４ 係

社会保険料控除
国民健康保険料・ 後期高齢者医療保険料・ 介護保
険料・ 国民年金保険料及び国民年金基金などの掛
金の支払額が確認できる書類がありますか？

ご自身で作成された収支内訳書を添付されるか、申告書の裏面７ -２また
は７ -３に記入してください。

明細書の添付がない場合、 控除が受けられません。
領収書は添付せず、５ 年間保存してく ださい。

紛失した場合は控除が受けられません。
加入している保険者等から再交付を受けてください。 

紛失した場合は控除が受けられません。
加入している保険会社等から再交付を受けてください。

お問い合わせ先 郵送での提出先 地区担当係番号を入れ、切り取って宛名としてお使いください。

国外居住親族については「 親族関係書類」と「 送金関係書類」の他、該
当する事由に応じて「 留学ビザ等の書類」、「 障害者確認書類」、「 3 8 万
円以上の送金が確認できる書類」のいずれかを添付してください。

国外居住親族について扶養控除の適用を受けるた
めの確認書類がありますか？

扶養控除

エルタ ッ ク ス
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◎配当控除（ 一般）

◎寄附金税額控除

◎調整控除（ 合計所得金額2,500万円以下の場合に適用）

①

② × ＝

－ ＝

主な税額控除

市民税・ 県民税の計算方法

※一般配当以外の配当所得がある場合は、 計算方法が異なります。詳しく はお問い合わせく ださい。

・ 独立行政法人・ 地方独立行政法人・ 公益社団法人
・ 公益財団法人・ 学校法人・ 社会福祉法人・ 更生保護法人　 等

課税総所得金額等

1,000万円以下の部分

課税標準額 調整控除額 控除の種類 控除の種類人的控除の差 人的控除の差

基礎控除 配偶者
控除

扶養控除

一般

老人

一般

特定

老人

同居老親

5万円

18万円

10万円

13万円

5万円

1万円

10万円

22万円

1万円

5万円

1万円

1万円

5万円

10万円一般

特別

同居特別

母である者

父である者

勤労学生控除

寡婦控除

障害者
控除

ひとり親
控除

200万

円以下

（ A）人的控除の差の
合計額（ 右表参照）

（ Ａ ）と（ Ｂ）のいずれか
小さい額の5％を控除

（ 市民税4％・ 県民税
1％）

｛ 人的控除の差の合計額－（ 市・ 県民税の課税
標準額－200万円）｝×5％（ 市民税4％・ 県民税
1％）を控除
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500
円を控除

（ Ｂ）市・ 県民税の
課税標準額

200万

円超

〈 対象〉

市民税

配当所得の2.24％

県民税

配当所得の0.56％

課税総所得金額等

1,000万円超の部分

市民税

配当所得の1.12％

県民税

配当所得の0.28％

ア　 都道府県・ 市区町村（ 特例控除対象）（ ※１）
イ　 新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部・ 都道府県・ 市区町村（ 特

例控除対象以外）
ウ　 所得税の対象寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与する

ものとして新潟県又は新潟市が条例で指定したもの（ ※２）
※１ 　 令和6年能登半島地震等の被災地の県や市町村への寄附金、日本赤

十字社や中央共同募金会、日本政府などへのうち、義援金も控除の対象
となる場合があります。寄附をした都道府県・ 市区町村が特例控除対象か
どうかは総務省のＨＰ等で確認できます。

※２　 新潟県では下記のうち、新潟県内に事務所・事業所を有する法人又は団体
　 　 新潟市では下記のうち、新潟市内に事務所・事業所を有する法人又は団体

（ 新潟県のみが条例で指定した団体等への寄附金は、県民税分のみに税
額控除が適用されます。）

〈 寄附金税額控除の計算方法〉

◆人的控除の差

都道府県・ 市区町村（ 特例控除対象）への寄附金は下記の①と②の合
計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。ただし 、控除
の対象となる寄附金の総額は総所得金額等の30％が限度です。

①（ 寄附金額－2 ,0 00円）×10％（ 市民税８％・ 県民税２％）

②（ 寄附金額－2 ,0 0 0 円）×（ 9 0％－寄附者の所得税の税率（ 復興特

別所得税含む））

※②の額は、 市民税・ 県民税所得割額の２ 割が限度で、 市民税か

ら４ /５・ 県民税から１ /５が控除されます。

◆ワンスト ップ 特例とは、確定申告をする義務のない人かつ給与及
び公的年金等の所得のみの人が特例控除対象の自治体に寄附した
時に「 寄附金税額控除に係る申告特例申請」をすることで、確定申告を
しなくても所得税分もあわせて市・ 県民税から控除される制度です。申告
するときには、寄附金についての記載がないと 控除さ れません。

　（ 市・ 県民税の申告では所得税分の控除まで受けることはできません。）

※配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が90 0万円以下の場合のみ記載しています。

申告書（ 提出用）の
表面「 ２  所得金額」の⑫の金額

円

申告書（ 提出用）の
表面「 ４  所得から差し引かれる金額」の㉙の金額

円
Ⓐ

課税標準額
（ 千円未満端数切捨て）

,000円

Ⓐ

課税標準額

こ の⑫の金額が4 1 5 ,0 0 0 円以下の場合、課税さ れま せん。

※ただし 、次の場合は金額が異なり ます。

　 ア　 同一生計配偶者又は扶養親族（ 16歳未満含む）がいる場合

　 イ 　 申告者本人が障害者・ 未成年者・ 寡婦又はひと り 親の場合

,000円

③ ＋ ＝
Ⓑ

所得割額【 概算】

00円

市民税・ 県民税額【 概算】

00円

＋森林環境税（ 国税）　 1,000円

均等割額
（ 市民税3,000円・ 県民税1,000円）

円

Ⓑ

所得割額【 概算】
（ 百円未満端数切捨て）

税率10％
（ 市民税8％・ 県民税2％）

４ ,0 0 0

00円

税 額 の 計 算（ 参考）

　 こ の所得割額【 概算】から 、税額控除（ 調整控除・ 寄附金税額控除・ 配当控除など）

を 差し 引き ます。

　 なお、分離課税の所得がある場合は計算方法が異なり ます。


